
行方市告示第122号 

行方市土地改良事業電気料高騰緊急支援補助金交付要綱を次のように定める。 

令和７年10月15日 

行方市長  髙 須 敏 美   

 

行方市土地改良事業電気料高騰緊急支援補助金交付要綱 

(趣旨) 

第１条 この告示は，世界的な原油価格の高騰に伴う電気料金の値上がりや，農産物の需要

と価格が低迷し，農業経営が大きな影響を受けていることから，土地改良事業等に要する

経費に対し予算の範囲内において行方市土地改良事業電気料高騰緊急支援補助金(以下

「補助金」という。)を交付することについて，行方市補助金等交付規則(平成17年規則第

36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。 

(補助対象者) 

第２条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は，市内の土

地改良区等(水利組合等を含む。)とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，令和７年度内において行方市土地改良事業等補助金交付要綱

(平成20年告示第36号)別表のその他市長が認める事業として定める土地改良区排水機場

緊急稼働補助金の交付を受けようとする者は，この告示による補助金の交付を受けること

ができない。 

(補助金の額) 

第３条 補助金の額は，農事用電力(事務所等の電気料は除く。)のうち，令和７年４月分か

ら９月分までの６か月間の電気料金から令和３年４月分から９月分までの６か月間の電

気料金を差し引いた額とする。 

２ 前項の補助金の額に10,000円未満の端数があるときは，これを切り捨てるものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず，令和７年度中に国又は茨城県による電気料高騰に対する補

助金等の交付を受けたものについては，当該補助金等の額を同項の補助金の額から差し引

くものとする。 

(補助金の交付申請) 

第４条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は，行方市土

地改良事業電気料高騰緊急支援補助金交付申請書兼請求書(様式第１号)に，行方市土地改

良事業電気料高騰緊急支援補助金計算表及び対象費用を支払ったことが分かる書類を添



付して市長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する申請書の提出期限は，市長が別に定めるものとする。 

(補助金の交付決定) 

第５条 市長は，前条の規定による申請書の提出があったときは，その内容を審査し，補助

金を交付することが適当と認めるときは，行方市土地改良事業電気料高騰緊急支援補助金

交付決定通知書(様式第２号)により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は，補助金の交付を決定する場合において必要があると認めるときは，申請者に対

し条件を付することができる。 

(実績報告) 

第６条 規則第10条による実績報告については，省略することができる。 

(補助金の決定の取消し及び返還) 

第７条 市長は，申請者が次の各号のいずれかに該当するときは，補助金の交付の決定を取

り消し，若しくは変更し，又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるこ

とができる。 

(1) 補助金の交付の条件に違反したとき。 

(2) この告示により提出した書類に虚偽の事実を記載したとき。 

(3) その他市長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。 

２ 市長は，前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは，行方市土地改良事業

電気料高騰緊急支援補助金交付決定取消通知書(様式第３号)により，申請者へ通知するも

のとする。 

(証拠書類等の保存) 

第８条 補助金の交付を受けた者は，当該補助事業に係る帳簿その他の書類を整理し，補助

事業完了の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。 

(補則) 

第９条 この告示に定めるもののほか，補助金の交付に関し必要な事項は，市長が別に定め

る。 

附 則 

(施行期日) 

１ この告示は，公表の日から施行する。 

(この告示の失効) 

２ この告示は，令和８年３月31日限り，その効力を失う。 



様式第１号(第４条関係) 

年  月  日 

行方市長 宛て 

住 所             

団 体 名             

代表者氏名             

 

行方市土地改良事業電気料高騰緊急支援補助金交付申請書兼請求書 

 

行方市土地改良事業電気料高騰緊急支援補助金交付要綱第４条の規定により，下記のと

おり申請します。 

また，交付の決定があった後は，補助金を下記の口座に振り込んでいただきますよう請

求します。 

 

記 

 

１ 事業内容 

対象施設 機場数    箇所       ポンプ数     基 

事業費 補助対象額             円 

 

２ 交付申請額  金            円 

 

３ 添付書類 

(1) 行方市土地改良事業電気料高騰緊急支援補助金計算表 

(2) 対象期間の電気料金の分かる書類 

(3) 振込先口座が確認できる書類(通帳等の写し) 

 

４ 振込先 

金融機関名 
銀行 信金          本店 支所 

農協 信組          支店 

預金種別 普通 ・ 当座 口座番号  

（フリガナ）  

口座名義人  

 

【行方市処理欄】※ 記入不要です。 

審査結果 交付決定額 交付決定年月日 額の変更又は不交付理由 

交付・不交付      円  年 月 日  



様式第２号(第５条関係) 

 

記 号 番 号 

年  月  日 

          様 

 

 

行方市長         

 

 

行方市土地改良事業電気料高騰緊急支援補助金交付決定通知書 

 

 

 年 月 日付けで申請のあった行方市土地改良事業電気料高騰緊急支援補助金

については，下記のとおり交付することに決定したので，行方市土地改良事業電気料高騰

緊急支援補助金交付要綱第５条の規定により通知します。 

 

 

記 

 

 

 １ 結果 

 

 

２ 交付決定額                  円 

 



様式第３号(第７条関係) 

 

記 号 番 号 

年  月  日 

         様 

 

 

行方市長         

 

行方市土地改良事業電気料高騰緊急支援補助金交付決定取消通知書 

 

     年  月  日付けで第  号で交付決定した行方市土地改良事業電気料高騰

緊急支援補助金について，下記の理由により当該交付決定を取り消すこととしたので，行

方市土地改良事業電気料高騰緊急支援補助金交付要綱第７条の規定により通知します。 

 

 

記 

 

取消理由 

 


